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大株主からのレター受領に関するお知らせ 

 

 

本日平成 29年 11月９日付で大株主より関東財務局へ提出されました「変更報告書 No.８」につ

き、大株主である内藤 裕紀氏より添付のレター及び当該変更報告書の写しを受領致しましたので、お知

らせ致します。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

平成 29年 11月９日 

 

 

株式会社ドリコム 御中 

 

 

本日、関東財務局に提出致しました「変更報告書 No.８」につきまして、金融商品取引法第 27条の

27に基づき、その写しを送付致しますとともに、この度の保有株式の処分につきまして、その背景及び

補足説明をさせて頂きたく存じます。 

 

変更報告書にてご報告させて頂きました通り、私、内藤 裕紀は、この度、保有株式 850,000株を処

分致しました。当処分に際しては、株式市場への影響を最小限に抑えるべく、処分方法を決定しておりま

す。 

 

私、内藤 裕紀は、2001年の創業より一貫して株式会社ドリコムの筆頭株主として、同社の成長を

見届けて参りました。2015年に同社が IPに焦点をあてたゲームの開発・運用を軸とした成長戦略を打ち

出して以降は、2017年４月を同戦略の短期的な進展評価におけるマイルストーンと定め、進捗を注視し

て参りました。2017年４月を迎え、その時点で同戦略に一定の進捗が見られたと考え、同社株式の流動

性を高め、株主の多様化の促進を通じ同社の成長加速の一助となるべく、この度保有株式の一部を処分致

しました。 

なお当処分後も保有持分は 34%超となっており、今後も安定株主として長期保有していく方針に変

わりはございません。 

 

 

 

内藤 裕紀 


